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「自立支援・社会復帰に資するリハビリテーションを推進する」

社会的地位の向上

医療法
第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、
及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切な
ものでなければならない。

医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について（平成30年6月12日）
第１ 医療機器安全管理責任者について
病院等の管理者は、法第６条の１２及び規則第１条の１１第２項第３号に規 定する医療機器の安全使用のための責任者（以下「医療機器安全管理責任

者」 という。）を配置すること。
医療機器安全管理責任者については次のとおりとする。
１．資格
医療機器安全管理責任者は、医療機器の適切な使用方法、保守点検の方法等、 医療機器に関する十分な経験及び知識を有する常勤職員であり、
医師、歯科医師、薬剤師、助産師（助産所の場合に限る）、看護師、歯科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る。）、診療放射線技師、
臨床検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有していること。なお、医療機器の適切な保守を含めた包括的な管理に係る実務を行うことができる者であること。

介護保険法
第一条（目的）
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その
他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービ
スに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び
福祉の増進を図ることを目的とする。

第四条（国民の努力及び義務）
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合において
も、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
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リハビリテーション前置主義 …介護保険制度が創設された際に提唱された

急性期リハビリテーション
不十分な提供

保険対象に制約があり
自立度が低い状態で地域(施

設・在宅)へ

回復期リハビリテーション

生活期リハビリテーション

健康増進・予防
リハビリテーション

リハビリテーション前置主義の考えが浸透していない
⇒ 専門性のある担当課を設置 （資料P７参照）

健康の維持を目的とした
保険制度が必要！

☆ 可能な限り自立もしくは要介護状態を軽減した上で介護保険サービスを利用する仕組みを、構築すべきである。
☆ 要介護度を改善もしくは維持するために必要なリハサービス（評価も含む）は、優先的に利用できる仕組みを構築すべきである。

リハビリテーション
提供量

廃用状態でのケアが中心のため
自立度は上がらず

維持も限局的
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再入院の

悪循環

認知症・廃用症候群
による要介護者の増加に
歯止めがかからない！

十分提供される

自立度の高い
生活を目指して取り組める

健康の維持を目的とした
積極的な予防運動を

実施できる

要介護者の増加を抑制でき
介護保険財源の
安定化に貢献！

現状と課題 リハビリテーション前置主義

我が国の地域医療構想や医療計画に“リハビリテーション医療”を新たに位置づけることを強く要望する

急性期におけるリハビリテーション専門職の人員不足
⇒ 基金等を活用した人員配置支援 （資料P１５参照）

悪循環の
要因
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３．幸せを実感できる包摂社会の実現に向けた理学療法士の活用

１）地域共生社会の推進におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進 P13
２）健康づくり・生活習慣病対策・フレイル予防・栄養対策等の拡充 P14

４．早期リハビリテーションへの理解促進と人員配置

２）「地域医療介護総合確保基金（医療分）」の活用による
急性期リハビリテーションの充実 P15

３）退院後早期の訪問リハビリテーションの提供体制の充実 P16

１．医療・介護・福祉における安定した提供体制の確保と処遇改善

１）-１ 医療・介護・福祉分野等におけるきめ細かい賃上げ支援 P 5
１）-２ 医療・介護・福祉分野等におけるきめ細かい賃上げ支援 P 6
２）厚生労働省におけるリハビリテーション課の設置 P 7
３）関係省庁における理学療法士の配置および増員の推進 P 8

２．理学療法の質向上に資する養成教育、領域拡大、および研究・開発の充実

１）リハビリテーションにおける「公衆衛生」の定義化 P 9
２）理学療法士養成教育のさらなる高度化に向けた文部科学省内検討会

の設置 P10
３）公的保険外サービスにおける理学療法ガイドライン策定 P11
４）登録理学療法士制度、専門・認定理学療法士制度の活用と評価 P12

５．医療インバウンドを含む医療・介護の国際展開に向けた戦略的な理学療法士

の活用

１）国際協力におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進 P17
２）理学療法士の国際化の支援に係る調査研究費の予算の確保 P18
３）健康・福祉教育における「ユニバーサルヘルスカバレッジ」の導入と

理学療法士の活用 P19
４）ヘルスケア産業における国際展開推進の拡充と活用 P20

６．こども子育て支援分野における理学療法士の意義と活用

１）産前・産後の運動器症状等に対する支援の充実 P21
２）女性の健康総合センターにおける理学療法士の参画 P22
３）利用者支援事業（こども家庭センター）への理学療法士の配置と連携の強化 P23

９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充

１）予防・健康づくりに向けた研究開発基盤整備の拡充 P28
２）-１エイジフレンドリー補助金の継続と拡充（概要） P29
２）-２エイジフレンドリー補助金の継続と拡充（取組） P30
３）-１健康起因事故防止策の強化としての予防リハビリテーションの活用（概要） P31
３）-２健康起因事故防止策の強化としての予防リハビリテーションの活用（取組） P32

７．スポーツによる健康増進およびアスリート支援の充実

１）アスリートのハイパフォーマンスへのサポート支援 P24
２）スポーツによる健康増進に向けた取組への連携と協働 P25

８．インクルーシブ教育におけるこどもと家族への支援に向けた理学療法士の活用

１）学校保健推進体制の支援における理学療法士の活用 P26
２）体育が苦手な児童生徒のためにできる支援 P27

Ⅰ. 予算・一般政策に関する要望

Ⅱ. 税制に関する要望【重点要望】

１．健康経営に資する企業への優遇措置の導入 P33
２．医療・介護分野におけるDX推進への税制優遇措置 P34
３．バリアフリーに係る特例措置の拡充および延長 P35
４．社会医療法人が行う救急医療等確保事業の拡充に伴う措置 P36

日本理学療法士協会
オリジナル キャラクター
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１．医療・介護・福祉における安定した提供体制の確保と処遇改善
１）- 1 医療・福祉分野等におけるきめ細かい賃上げ支援

医療施設

あり
31.4%

n=1157 介護施設・事業所

あり
17.4%

n=478 障害福祉施設・事業所

あり
12.1%

n=115
「ベースアップ」とは

賃金表の改定等により
賃金水準を引き上げること

賃金表がない場合は
給与規定や雇用契約に定める
基本給等を引き上げること

基本給の引き上げ（本調査におけるベースアップ）の実態

ベースアップ
なし

ベースアップ
なし

ベースアップ
なし

ベースアップが実施された施設は

限定的！！
処遇改善に係る要望（自由記述）

✓ 制度の廃止により給与が戻ることの不安がある

✓ 地域や病院の体制による処遇改善の状況の不平等さがある

✓ 医療保険も介護保険も処遇改善加算が少額かつ算定条件や申請が複雑なため、
取り入れてもらえなかった。

✓ 物価上昇分や社会保障費による控除額と生活水準での所得がマッチしてない。
年々事業所収入も手取り所得も下落している。

制度の複雑さ
実感の希薄さ

※ 令和６年６月給与を基準とし、令和６年３月給与と比較



＜概要＞
実 施 ： 日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会
目 的：リハビリテーション専門職の処遇改善状況を調査し、今後の政策要望等に活用すること
対 象：３協会に施設登録のある医療施設、介護施設・事業所、障害福祉施設・事業所のリハビリテーション部門責任者
期 間：2024年９月３日～2024年９月17日
項 目：リハビリテーション専門職の賃上げの有無、賃上げの方法等令

回答数：医療施設1,157件、介護施設・事業所478件、障害福祉施設・事業所115件 合計1,750件(回収率8.3%) 6

【令和６年度報酬改定に係る賃上げに関する実態調査】

１．医療・介護・福祉における安定した提供体制の確保と処遇改善
１）- 2 医療・福祉分野等におけるきめ細かい賃上げ支援

＜結果サマリ＞

 現金給与総額の引き上げを実施した施設は、医療施設で68.3%、介護施設・事業所で52.1%、障害福

祉施設・事業所で54.8%であり、引き上げの理由は各領域で共通して「定期昇給」が主であった。

 ベースアップによる引き上げがあった施設は、全体の20.3%（医療施設31.4%、介護施設・事業所17.4%、障害福祉施

設・事業所12.1%）であり、多くの施設でベースアップの実施は限定的だった。

 処遇改善に係る要望として、「福祉施設の「福祉・介護職員処遇改善加算」の対象としてリハ職の明記がないた
め、理解が得られず現金給与のアップが望めない。」、「報酬改定で収入が下がる見込みで、経費が物価の上昇

により上がっているので、人件費に使える財源は増えない。収入が上がるような報酬改定をして欲しい。」といった
意見が挙がった。



１．医療・介護・福祉における安定した提供体制の確保と処遇改善
２） 厚生労働省におけるリハビリテーション課の設置

RSAは、米国教育省における特別教育・リハビリテーションサービス
（OSERS）の一部門である。
OSERSの使命は、幼児期、教育、雇用の成果を向上させ、障害の
あるすべての人々、その家族、地域社会、そして国民の期待を高める
ことである。OSERSのビジョンは、障害のあるすべてのアメリカ人が、
それぞれの地域社会で障害とともに生き、成長することである。
（和訳：日本理学療法士協会）

https://rsa.ed.gov/about

ア メ リ カ 合 衆 国 に お い て は 、 政 府 教 育 省 に Rehabilitation Services

Administration（リハビリテーションサービス局）が部門として設置

されており、障害のある方々への包括的な支援を中心とした政策を担っています

【アメリカにおけるリハビリテーションサービス局】 【厚生労働省における新設（案）】

● リハビリテーション課

7
厚生労働省HP組織図より抜粋

提
案



【厚生労働省に「リハビリテーション専門職企画調整官」が配属！】

本会ではリハビリテーション関連政策の強化のため、厚生労働省をはじめ関係省庁へ「リハビリテーション課の新設やリハビリテーション政策を担う担当部局への理学療法士の配置」を継続

的に要望しております。この度、2024年度より厚生労働省医政局医事課に「リハビリテーション専門職企画調整官」の役職で理学療法士が配属されました。

【スポーツ庁】
現在２名の理学療法士の背景を持つ職員が勤務しております

【厚生労働省】
出向も含め、複数名の理学療法士の背景を持つ職員が勤務しております

【文部科学省】 【経済産業省】
【外務省】 【こども家庭庁】

インクルーシブ教育の推進、障害のある児童生徒への施策提言、
産前・産後における女性の身体ケアなど

理学療法士の配置による効果が見込めます

各１名
配置されています

スポーツ庁HPより抜粋 8

（2024年7月末日時点）

１．医療・介護・福祉における安定した提供体制の確保と処遇改善
３） 関係省庁における理学療法士の配置および増員の推進



医行為や診療の補助に当たらず
実施できる行為例
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＜理学療法士及び作業療法士法＞
第一条 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて
医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

「公衆衛生の向上および普及に寄与すること」に資する「リハビリテーション基本法」の策定等に向けた検討が必要です

【「公衆衛生」に関わる法律上の記載について】

＜その他職種の法律＞

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保
するものとする。

第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的と
する。

第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを
業とする者をいう。

第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導
を行うことを業とする女子をいう。

第一条 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び
公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。

第一条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的とする。
３ 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることがで
きる。

（１）理学療法の定義・解釈と理学療法士業務を明示 （３）関係法令の改正等の実現
（２）関連法規の立法に係る法案の文例の作成 （４）その他法改正に向けた手順・方法についての検討

本会における「公衆衛生」に関する整理の目的

「公衆衛生」の記載がない！

２．理学療法の質向上に資する養成教育、領域拡大、および研究・開発の充実
１） リハビリテーションにおける「公衆衛生」の定義化

高齢者の活躍健康増進

ハイパフォーマンス

職業リハ

労働災害防止

⼥性の健康学校保健分野

健康教育

こども・子育て

発達支援



２．理学療法の質向上に資する養成教育、領域拡大、および研究・開発の充実
２） 理学療法士養成教育のさらなる高度化に向けた文部科学省内検討会の設置

Physiotherapist education framework（World Physiotherapy）p24より一部抜粋

「最低限、理学療法を専門とした学士レベルの学位を通じて

（理学療法が）提供されるべきである」

国際的に理学療法士養成教育課程は

学士レベル以上への高度化が進んでいる

【世界理学療法連盟による「理学療法士教育の枠組み（2021）」】

【日本における理学療法士養成教育の位置づけ】

学位名 ４年制教育 ３年制教育

大学 学士 〇

専門職大学 学士（専門職） 〇

短期大学 短期大学士 〇

専門学校 専門士 △ 〇
10

翻訳：日本理学療法士協会

世界の教育水準

日本の教育水準

理学療法士養成教育の

高度化を議論する検討会を

文部科学省内に設置いただきたい

教育水準の格差！



経済産業省. 第8回次世代ヘルスケア産業協議会（2019年4月12日）資料4：次世代ヘルスケア産
業協議会の今後の議論について ～アクションプラン2019に向けて～より一部抜粋

経済産業省委託 令和元年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業
（公的保険外・医療周辺サービス実態調査）調査報告書（令和2年2月）

◆ 「自費リハ」「自称リハ」
主要顧客である高齢者の増加（需要の増加）と理学療法士・作業療法士の増加（供給

の増加）を背景として、今後市場ポテンシャルが高まると予測

公的保険および公的保険外サービスの分類
（医療の場合の粗い分類）

公的保険外理学療法ガイドラインの検討を推進いただきたい 11

医療行為ではない
サービスの整理が

必要！

２．理学療法の質向上に資する養成教育、領域拡大、および研究・開発の充実
３） 公的保険外サービスにおける理学療法ガイドライン策定

～略～ヘルスケア等の生活の質向上、人口減少・高齢化といった社会課題解決を通して需要を開拓し、次世代技術や新しいビジネスモデルを用いた付加価値の高い解決策を生み出すこと
で新たな市場を創出・拡大し、民需主導の経済構造を構築していく。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p３）

経済財政運営と改革の基本方針2024

～略～介護保険外サービスの利用促進のため、自治体における柔軟な運用、適切なサービス選択や信頼性向上に向けた環境整備を図る。
～略～予防・重症化予防・健康づくりに関する大規模実証研究事業の活用などにより保健事業やヘルスケアサービスの創出を推進し、得られたエビデンスの社会実装に向けたＡＭＥＤの
機能強化を行う。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p４３）



賃上げについては、労務費の転嫁円滑化に加え、商慣行の思い切った見直しを含め、業種・事業分野の実態に応じた価格転嫁対策に取り組むほか、医療・福祉分野等におけるきめ細か
い賃上げ支援や最低賃金の引上げを実行する。あわせて、三位一体の労働市場改革を進め、全世代を対象とするリ・スキリングの強化に取り組む。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p２）

※2 2024年3月時点

医療業界として
大きな労働市場！

国家試験の合格者は214,000名以上※1

※1 日本理学療法士協会統計による

看護師、医師に
次ぐ団体規模！

専門理学療法士：計13分野. 総計 4,181人
認定理学療法士：計21分野. 総計16,794人

職業技能の向上および客観的な評価指標となる

教育制度は既に運用されている！

＜日本理学療法士協会の生涯学習制度＞

✓ 国民に対してより質の高い医療が提供される

✓ スキルを前提とした給料アップにつながる

✓ 評価・賃金の客観性と透明性につながる

✓ 職務や要求されるスキルの基準が明瞭となる

✓ 労働者のエンゲージメント強化につながる

✓ やる気を反映し、スキルアップや学ぶ機会へのアクセスの公平性が確保できる

質の高い医療の提供を評価する検討をいただきたい

経済財政運営と改革の基本方針2024

12

【医療の質を担保する専門職への評価】

～登録・認定・専門理学療法士～

登録理学療法士：
前期研修：81.0時間（2年）
後期研修：76.5時間（3年）
⇒ ５年で取得可能

総計 61,939人

高い専門性が診療報酬等に紐づいていない！

【生涯学習制度が診療報酬に紐づくことによる効果】

【教育訓練給付制度の活用】

厚生労働省. 教育訓練給付
制度HPより一部抜粋

キャリアアップを目的とした講座は限定的であり
ステップアップするための講座開設及び推進に向けて
厚生労働省と制度における連携を深めます

日本理学療法士協会の会員数は139,556名※2の職能団体

２．理学療法の質向上に資する養成教育、領域拡大、および研究・開発の充実
４） 登録理学療法士制度、専門・認定理学療法士制度の活用と評価



理学療法学 第46巻第6号 429~436頁(2019年)

一般社団法人 人とまちづくり研究所. 『介護サービス利用者を含む高齢者等の社会参加・就労的活動の
推進体制及びコーディネート人材に求められる機能等に関する調査研究事業』より抜粋

【高齢者の就労的活動支援】

健康寿命の延伸に
運動は有効であり

就労意欲を支援するバックアップが大切

13

経済財政運営と改革の基本方針2024

６．幸せを実感できる包摂社会の実現 （１）共生・共助・女性活躍社会づくり （共生）
• 認知症の方が尊厳と希望を持って暮らすことができる共生社会の実現に向けて、認知症施策推進基本計画を策定し、認知症施策を推進する。
• 地域において安心・安全に暮らせる共生・共助社会の構築を目指し、本年夏頃を目途に新たな高齢社会対策大綱を策定する。
• 第５次障害者基本計画に基づく障害者の就労や地域生活の支援及び生涯学習の推進

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p２７~２８）

包摂的な社会の実現に向けて専門職を活用いただきたい

【高齢者への認知トレーニング】

【結果】

➢ 認知機能の低下抑制
➢ 記憶力の向上
➢ 脳萎縮の進行抑制効果

軽度認知機能障害の高齢者へ
複合的な運動プログラムを実施

３．幸せを実感できる包摂社会の実現に向けた理学療法士の活用
１） 共生社会の推進におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進



３．幸せを実感できる包摂社会の実現に向けた理学療法士の活用
２） 健康づくり・生活習慣病対策・フレイル予防・栄養対策等の拡充

健康増進事業実施概要における
「５. 機能訓練（p11）」「６. 訪問指導（p13）」に

「理学療法士」が明記されています

【健康増進事業実施概要への理学療法士の追記】

その一方・・・

厚生労働省.健康増進事業実施要領 p４より一部抜粋

公益社団法人日本栄養士会HPより一部抜粋

【栄養ケアステーションとの連携・配置】

理学療法士
活用！

「３. 健康教育（p4）」においても

多職種と連携した健康指導として理学療法士の介入が必要です

理学療法士
活用！
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全国に512拠点（2023年4月1日時点）ある

地域密着型の栄養ケア・ステーションと連携し適切な栄養・食生活指導のもと

予防および健康増進の観点から行う運動指導等を展開することにより

健康管理における相乗的な効果をもたらします

市町村におけるリハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士による
運動・栄養・口腔保健指導が推進されるよう

「健康増進事業実施要領」において知識経験を有する

専門職として理学療法士等を追記を検討いただきたい



（医療・介護サービスの提供体制等）
高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保する

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p４１）

経済財政運営と改革の基本方針2024

土曜日・365日の実施割合

100床あたりの
常勤理学療法士数

100床あたりの常勤の理学療法士数は、
国は2.2人、都道府県・市町村は2.7
人で、医療法人と比較すると少ない状
況であった。

土曜日・365日の実施割合は、国及び
都道府県、市町村の医療機関のうち、
約４割の施設で土曜日のリハビリテー
ションが行われておらず、都道府県と市
町村のうち365日提供している施設は
13.9％であった。

令和６年度地域医療介護総合確保基金
（医療分）区分別内示額

第1回内示分
基金規模

第2回内示分
基金規模

合計
基金規模

事業区分Ⅰ－１
地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又
は設備の整備に関する事業

- 211.3億円 211.3億円

事業区分Ⅰ－２
地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病
床数の変更に関する事業

- 85.8億円 85.8億円

事業区分Ⅱ
居宅等における医療の提供に関する事業

- 61.1億円 61.1億円

事業区分Ⅳ
医療従事者の確保に関する事業

45.9億円 444.2億円 490.1億円

事業区分Ⅵ
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関
する事業

- 151.1億円 151.1億円

厚生労働省. 別添：令和６年度地域医療介護総合確保基金（医療分）内示額一覧を参照し改変

脳卒中急性期リハビリテーションの指針では
休診/休院日における訓練提供体制（および提供訓練量）が

脆弱となる原因のひとつとして

急性期病院における３療法士の絶対数の不足が挙げられています
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地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用し

リハビリテーションへの人員配置を推進いただきたい

４．早期リハビリテーションへの理解促進と人員配置
２） 「地域医療介護総合確保基金（医療分）」の活用による急性期リハビリテーションの充実

急性期一般入院料において

リハビリテーション専門職を40 床以上２名以上配置することにより
有意にリハビリテーション実施率・ＡＤＬスコアが改善し

在院日数の短縮および再入院の防止を図ることができます



経済財政運営と改革の基本方針2024

２．豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会に向けて （ビジョン達成に向けた政策アプローチ）
EBPMによるワイズスペンディングを徹底しつつ、将来の成長につながる分野において、官民連携の下で民間の予見可能性を高める中長期の計画的な投資を推進するとともに、歳出改革に
取組、金利のある世界に備え財政の信認を確保する。社会保障を持続可能なものとするため、応能負担の徹底を通じて現役世代・高齢世代などの給付・負担構造を見直し、国民の安心
につながる効率的で強靭な医療・介護の提供体制を実現するなど、全世代型社会保障制度の構築を進める。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p２）

退院後6か月の総医療費(外来医療費＋再入院医療費＋介護保険料)

訪問リハビリ介入の有無により
退院後6か月(180日)間の

総医療費の差

約107万円/人

※公益社団法人日本理学療法士協会 1億円プロジェクト 神戸市立医療センター中央市民病院 北井豪氏ご提供資料を一部改変
「内部障害合併患者の急性期病院退院後再入院予防のための在宅理学療法プログラムの構築～遠隔治療を用いた急性期病院・地域機関の一体化～」

訪問リハビリテーション事業整備に関する予算を確保していただきたい
16

退院直後のリハを受けた群は
退院後1年間の要介護と悪化を

約30％抑制していた

Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 2022;103:1715−22
令和4年3月16日東京都健康長寿医療センター
「退院直後のリハは要介護度悪化を抑制するか？」
プレスリリース

疾病予後の改善、健康寿命の延伸、および

総医療費の削減（6か月間で約107万円/人）が示唆された

訪問リハビリの強化が
予防と医療・介護費用削減に

寄与します

４．早期リハビリテーションへの理解促進と人員配置
３） 退院後早期の訪問リハビリテーションの提供体制の充実



WHO Executive Board(EB)152nd 
session資料より一部抜粋

リハビリテーションを含むヘルスケアにおいて不可欠である
補助具の提供は、教育や雇用への参加や、家庭で自立した

生活を維持できるように個人を支援する上で重要な
役割を担う費用対効果の高い介入である。2022年のWHOと

ユニセフの補助具に関する最初の世界報告書では、低所得国の
一部では補助具へのアクセスが３％と低いことも強調されている。

他のヘルスケアと併用した適時のリハビリテーションは、より良い

健康結果を先導する。したがって、リハビリテーションは健康
増進、予防、治療および緩和におけるユニバーサルヘルス
カバレッジに不可欠なものであり、障がい者だけが必要
とする戦略ではないと認識されている。

翻訳：日本理学療法士協会

ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）
ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）とは、

全ての人が適切な予防、治療、リハビリテーションの保健

医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態のこと

ユニバーサルヘルスカバレッジデーHPより一部参照 17WHO Universal health coverageより一部抜粋

５．医療インバウンドを含む医療・介護の国際展開に向けた戦略的な理学療法士の活用
１） 国際協力におけるリハビリテーションや理学療法の普及と促進

✓ 第76回WHO総会において、医療システムにおけるリハビリテーションの強化（Strengthening rehabilitation in health systems）が決議されました。
✓ リハビリテーションにおける先進国として普及・促進を推進することは、SDGsゴール３（すべての人に健康と福祉を）におけるユニバーサルヘルスカバレッジの視

点や、WHOの主導するリハビリテーション2030構想（ Rehabilitation 2030）など、世界基準の貢献につながります。

WHO Executive Boardの議決としてリハビリテーションの必要性が明言されています



✓ ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）の達成を背景とした本邦の医
療・介護のグローバル戦略において、他国における理学療法の普及や、
地域に根ざしたリハビリテーション（CBR）における理学療法士の関
わり支援など、国外に対する取組が行われています。

✓ 国力として、海外でも日本人の理学療法士が活躍できるフィールドづく
りや、理学療法士免許について他国との相互承認が必要です。

～青年海外協力隊/海外協力隊派遣実績：保健・医療分野～

総計624名の

理学療法士派遣実績
（2023年3月時点）

ODAにおける国際支援を含めた海外における日本の医療を推進・展開する上で

免許の壁は大きな課題です

【国際社会で活躍する理学療法士】
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他国における理学療法士免許の広範的理解促進
が必要！

日本理学療法士協会では

119名の会員が

国際社会で活躍しています
（2023年3月時点）

JICA海外協力隊HPより一部抜粋

５．医療インバウンドを含む医療・介護の国際展開に向けた戦略的な理学療法士の活用
２） 理学療法士の国際化の支援に係る調査研究費の予算の確保

【国際協力機構（JICA）における理学療法士】

～略～アジア諸国を始めとするインド太平洋地域における健康格差の是正や海外活力の取り込みを通じた我が国の医療・介護産業の成長の観点を踏まえ、国際保健に戦略的に取り組む。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p２２）

経済財政運営と改革の基本方針2024



✓ 学習指導要領において、「保健体育」「技術・家庭」では生活習慣病の予防など、健康に関する項目や高齢者の介護の概念が含まれており、また、高等学校学
習指導要領の「福祉」科目においては、「介護予防」や「リハビリテーション」に関する項目が含まれています。

✓ 社会的潮流に応じて、デジタル教育や金融教育が新たに導入されたように、「ユニバーサルヘルスカバレッジ」を教養として小・中学校から高等学校教育に取り入
れることで、健康福祉への意識を高め、国際的に活躍できる人材育成に繋がると考えます。

小中学校学習指導要領においてもUHCの明記に加え

「リハビリテーション」の必要性を明確に示すことが必要です

【学習指導要領におけるリハビリテーション】
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５．医療インバウンドを含む医療・介護の国際展開に向けた戦略的な理学療法士の活用
３） 健康・福祉教育における「ユニバーサルヘルスカバレッジ」の導入と理学療法士の活用

ユニバーサルヘルスカバレッジ (UHC)

「すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを、
支払い可能な費用で受けられる」

独立行政法人国際協力機構HP. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）より一部抜粋

３つのアクセスの改善に加え、サービスの質の担保が重要！

外務省HPを参照

全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基
礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ
質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含
む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成す
る。

高等学校学習指導要領「主として専門学科において開設される各教科」では

リハビリテーションについて明言されています

高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 福祉編（平成30年7月）より一部抜粋



＜欧州＞

＜アジア・太平洋＞

＜北米＞

＜中南米＞

• 公的福祉制度の強化：欧州諸国では、障害者への
福祉支援制度が充実しており、国民全体に福祉用具が
広く普及している。特に北欧諸国では、公共交通機関
のバリアフリー化や、障害者が簡便に利用できる支援
サービスが整っている傾向にある。

• 高齢化対策：高齢者向けの福祉用具の需要は急増
しており、オランダ、ドイツ、フランスなどでは、歩行補助具
やリフト、電動車椅子が広く使用されている。

• 高齢者と障害者向け市場の成長：米国やカナダ
では、高齢者人口の増加に伴い、電動車椅子や歩行
補助具の需要が増加している。さらに、アクセシビリティ法
や保険制度が整っているため、福祉用具へのアクセスが
比較的容易である。

• 技術革新の導入：AIやロボティクス技術を活用した
最先端の福祉用具の開発が盛んであり、高機能な電動
車椅子や移動補助ロボットなどの市場が拡大している。

• 急速な高齢化：日本や中国、インドなどの国々で
高齢者人口が増加しており、福祉用具の需要が高まって
います。特に、在宅介護の重要性が増す中、関連する
製品の市場が拡大しています。

• 経済発展と医療インフラの改善：アジアの新興国で
は経済の発展とともに医療インフラが改善され、福祉用具
の導入が進んでいます。

• 市場の成長可能性：中南米では、医療インフラの
改善とともに、ウェアラブルデバイスの需要が高まっています。
健康意識の向上とともに、企業や政府の支援が重要
です。

日本理学療法士協会の賛助会員においては
医療関連機器や医療技術の国際展開に貢献できる企業が多数います

６１の企業・団体が

賛助会員になってくれているよ

高齢化や福祉の理解浸透により
医療関連機器の需要が高まっている！
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５．医療インバウンドを含む医療・介護の国際展開に向けた戦略的な理学療法士の活用
４） ヘルスケア産業における国際展開推進の拡充と活用



令和２年度 地域保健総合推進事業リハビリテーション専門職の活動の実態及びその有効性についての調査より一部抜粋

【全国の保健所本所・支所・市町村保健センターに勤務する理学療法士配置の現状】

ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法研究会では

学生会員含め 641名 が登録しています

（2024年3月31日時点）

女性が妊娠前から妊娠・出産後まで健康で活躍できるよう
経時的なヘルスケアが必要です 21

経済財政運営と改革の基本方針2024

６．幸せを実感できる包摂社会の実現 （１）共生・共助・女性活躍社会づくり （女性活躍）
～略～女性の健康ナショナルセンター（仮称）における診療機能の充実及び研究の推進など生涯にわたる⼥性の健康への支援等に取り組む。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p２９）

６．こども子育て支援分野における理学療法士の意義と活用
１） 産前・産後の運動器症状等に対する支援の充実

産前・産後ケア
への期待！

産後における
発達への関わり

＜妊娠期・出産後の筋骨格系＞腰痛、股関節痛、頸部痛、上肢の機能障害、など
＜泌尿器系＞尿漏れ、その他の排泄障害、骨盤臓器脱、など
＜廃用症候群＞切迫早産に対する安静に起因するもの、長期臥床、など

問題例

【保健師がリハビリテーション専門職に取り組みを期待する項目】

リハビリテーション専門職との連携など
需要は十分確認できているにも関わらず

人員の配置が進んでいない！



✓ 女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで健康で活躍できるよう、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケアや産後ケア事業を含む
成育医療等の提供に関する研究等を進めることが、「こども未来戦略」で明言されています。

✓ 理学療法士による産前・産後の運動指導やその経済効果の調査研究、⼥性に特化したリハビリテーションなどを加えることにより、

成育医療等に関するシンクタンク機能をより充実させることができ、「女性の健康」へ寄与することができます。

【⼥性の健康ナショナルセンターにおける５つの柱と要望】
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➀⼥性の健康に関するデータの構築
女性の健康に関するデータが利活用されるため、データの収集や管理、解析など

理学療法士を活用いただきたい

➁⼥性のライフコースを踏まえた基礎研究・臨床研究の積極的推進
リハビリテーション前置（P13）に則り、生涯にわたり女性が活躍できるよう

健康経営的な視点も踏まえ理学療法士を活用いただきたい

➂情報収集・発信、人材育成、政策提言
「女性の健康」に専門性をもつ理学療法士の人材育成を進めていただきたい

➃⼥性の体とこころのケア
各専門家と協働した「プレコンセプションケア」の充実へ理学療法士を活用いただきたい

➄⼥性に特化した診療体制の拡充
「女性総合診療センター」における５つの診療科（女性内科、女性外科/婦人科、不妊診療科、女性精

神科、女性歯科）に加え、「⼥性リハビリテーション科」を創立いただきたい

国立研究開発法人国立成育医療研究センター. 女性の健康総合センターHP参照

６．こども子育て支援分野における理学療法士の意義と活用
２） 女性の健康総合センターにおける理学療法士の参画



✓地域の多様な家庭環境等への対応力を一層強化し、障害の有無にかかわらず子どもを生み育てやすい環境づくりを目指す観点からも、妊産婦の健康増進や
子どもの運動発達・障害に関する専門家である理学療法士は利用者支援事業等に有効です。

✓妊娠届から妊産婦支援、子育てやこどもに関する相談を受けて支援を要するこども、妊産婦等へのサポートプランの作成に際しても、ウィメンズヘルスの観点より、

理学療法士による支援は有効です。

保健師等と協働し
母親・こどもにおける
支援の必要性を

検討できます

厚生労働省HP. 改正児童福祉法について（第一部）資料１より一部抜粋別府市HP. 別府市こども家庭センターチラシより一部抜粋

ウィメンズヘルスの観点より
身体機能を中心とした
作成の支援ができます

特定妊婦や要支援児童等
の発達段階を加味した

理学療法の視点を
共有できます

【保健師等と子ども家庭支援員等の連携・協力のフロー（イメージ）】 理学療法士ができること
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理学療法士が

活用できます！

６．こども子育て支援分野における理学療法士の意義と活用
３） 利用者支援事業（こども家庭センター）への理学療法士の配置と連携の強化



（文化芸術・スポーツ）

• スポーツの力を最大化することで我が国と国民の活力を引き出し、活気あふれる日本の未来を切り拓く。
• 海外展開、先端技術を活用したコンディショニング等によるライフパフォーマンス向上等を通じ、地方創生や経済成長、健康増進などスポーツによる社会活性化を図る。
• 民間企業等とも連携した障害者スポーツの振興や地域スポーツ環境の総合的な充実等により、誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくりを推進するとともに、大規模国際大会の開催支援や
持続可能な国際競技力の向上を図る。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p３１）

経済財政運営と改革の基本方針2024

認定スポーツ理学療法士 ： 877名

認定運動器理学療法士 ： 514名

専門スポーツ理学療法士 ： 520名

専門運動器理学療法士 ： 520名

医療的な背景による
専門性の高い技術・知識をもつ
理学療法士を活用できます

調整の
スペシャリストとして

介入

動作分析
パフォーマンス

指導

専門的視点からの
アドバイス

疲労が残らない身
体ケア

国体や各種スポーツ競技会における

理学療法士の常駐義務化の制度構築

ナショナルチームにおける理学療法士等の

名称独占の拡大

【プロフェッショナルを支える理学療法士の役割】

検討いただきたい

【本会におけるスポーツ関連認定資格】
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文部科学省. 令和 6 年度予算のポイント P56より一部抜粋

フィジオセラピスト/フィジカルセラピスト
＝ 理学療法士

「理学療法士」の
免許を取得していない

「フィジカルセラピスト」が
掲載されている事例が見受けられます

2023年3月31日時点

７．スポーツによる健康増進およびアスリート支援の充実
１） アスリートのハイパフォーマンスへのサポート支援



○ （２）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
イ. ア（労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと）の達成に向けて国等が取り組むこと

理学療法士等を活用した事業場における労働者の身体機能の維持改善の取組を支援するとともに、筋力等を維持し転倒を予防するため、

「Sport in Life プロジェクト」（スポーツ庁）と連携してスポーツの推進を図る。

厚生労働省. 第14次労働災害防止計画（令和５年３月）P22より一部抜粋

第14次労働災害防止計画

【労働者の身体機能の維持改善の取組支援】 【Sport in Life プロジェクト（スポーツ庁）との連携】

2024年2月に厚生労働省所管
SAFEコンソーシアムアワードを受賞 2022年下半期より

スポーツ庁に
理学療法士が配置

スポーツ庁長官へ
ロビー活動

2023年8月
Sport in Lifeコンソーシアム

へ加入

日本理学療法士協会を事務局とした

「ライフパフォーマンスの向上に向けた
目的を持った運動・スポーツの実践に
関する実態・ニーズ調査検討委員会」

による事業が進められています

現在地
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７．スポーツによる健康増進およびアスリート支援の充実
２） スポーツによる健康増進に向けた取組への連携と協働
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経済財政運営と改革の基本方針2024

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題 （こども大綱の推進）
～略～
こども・若者シェルターや虐待等により困難に直面する若者支援の充実、児童福祉司等の児童相談所の質・量の体制強化、児童養護施設等における養育機能の向上及び環境改善を進
めるとともに、ヤングケアラー支援を進める。発達障害児・医療的ケア児を含む全ての障害のあるこどもと家族への支援体制の整備やインクルージョンの推進等を図るとともに、こどもホスピス
の全国普及に向けた取組を進める。

（経済財政運営と改革の基本方針2024について（令和6年6月21日閣議決定）.（別紙）経済財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～ p４７）

スポーツ庁. 令和４年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果（概要）について

運動器の健康・日本協会HPより一部抜粋

【「スクールトレーナー」の役割と活動内容】

理学療法士のバックグラウンドをもつ

「認定スクールトレーナー制度」の活用を
検討いただきたい

提
案

８．インクルーシブ教育におけるこどもと家族への支援に向けた理学療法士の活用
１） 学校保健推進体制の支援における理学療法士の活用

こどもの体力低下は
現代社会における課題の一つ



「不器用」「運動音痴」「苦手」
の原因は

運動習慣・指導法だけに

依存しません！

理学療法士が発達障害に対して支援できることをまとめた

パンフレットが無料公開されています

「DCD 支援マニュアル」令和 4 年度障害者総合福祉推進事業資料より一部抜粋

日本理学療法士協会HP. 刊行物より閲覧可能

【発達性協調運動症とは】 【発達障害へ理学療法士ができること】
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８．インクルーシブ教育におけるこどもと家族への支援に向けた理学療法士の活用
２） 体育が苦手な児童生徒のためにできる支援

古荘純一著. 合同出版 (2023/8/18)

株式会社LITALICO HPより抜粋

運動やスポーツに親しみ、楽しんで参加できるように、

児童生徒に寄り添った運動分析や評価を教師と共に立案・実行できます



✓ 理学療法士1,400名を超える専門家のもとに作成した科学的根拠に基づく「理学療法ガイドライン（2021年第2版発行）」をはじめとする各種
ガイドラインを遵守してサービス提供を行う専門職です。

✓ 軽度認知障害理学療法ガイドラインやフレイル理学療法ガイドラインといった、予防的観点における記載がまとめられています。令和元年6月18日認知症

施策推進関係閣僚会議によりまとめられた「認知症施策推進大綱」においては、認知症の解明に向けて、リハビリテーションを含めた研究開発を
進めることが推進されています。

✓ 非薬物的介入手法の一手段として、理学療法士等を活用したリハビリテーションの効果検証を検討していくことが必要となります。

認知症施策推進関係閣僚会議. 認知症施策推進大綱（令和元年6月18日）P28-29より一部抜粋

５．研究開発・産業促進・国際展開
【基本的考え方】
認知症は未だ発症や進行の仕組みの解明が不十分であり、根本的治療薬や予防法は
十分には確立されていない。そのため、認知症発症や進行の仕組みの解明、予防法、診

断法、治療法、リハビリテーション、介護モデル等の研究開発など、様々な病態やス
テージを対象に研究開発を進める。

経済産業省.経済産業省におけるヘルスケ
ア産業政策について資料より抜粋

リハビリテーションを含めた非薬物的介入手法研究開発が推進されています 更なるエビデンス構築支援に係る予算の確保を要望します

週3回以上の運動習慣を
持っている高齢者は

認知症になるリスクが低い

運動習慣と認知症の関係例

【認知症施策推進大綱におけるリハビリテーション】 【理学療法ガイドラインとエビデンス構築】
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９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充
１） 予防・健康づくりに向けた研究開発基盤整備の拡充
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９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充
２）-１ エイジフレンドリー補助金の継続と拡充（概要）

エイジフレンドリー補助金の補助要件

高年齢労働者の
労働災害防止対策コース

転倒防止や腰痛予防のための
スポーツ・運動指導コース

コラボヘルスコース

対

象

事

業

者

• 労災保険加入している中小企業事業者 かつ、１年以上事業を実施していること
• 役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること

• 高年齢労働者（６０歳以上）を常時１名
以上雇用している

• 対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務
に就いている

• 労働者を常時１名以上雇用していること（年齢制限なし）

補

助

対

象

• １年以上事業を実施している事業場において、
高年齢労働者にとって危険な場所や負担の
大きい作業を解消する取組に要した経費
（機器の購入・工事の施工等）

• 労働者の転倒防止や腰痛予防のため、専門
家等による運動プログラムに基づいた身体機
能のチェック及び運動指導等に要した経費

• 事業所カルテや健康スコアリングレポートを活
用したコラボヘルス等の労働者の健康保持増
進のための取組に要した経費

上

限

額

補

助

率

補助率：１／２ 補助率：３／４

上限額：１００万円
（消費税を除く）

上限額：３０万円
（消費税を除く）

（ア）転倒・墜落災害防止対策

（イ）重量物取扱いや介護作業における
労働災害防止対策（腰痛予防対策）

（ウ）暑熱な環境による労働災害防止対策
（熱中症防止対策）

（エ）その他の高年齢労働者の労働災害
防止対策（交通事故防止対策）

（オ）「転倒防止」のための身体機能の
チェック及び運動指導等の実施

（カ）「腰痛予防」のための身体機能の
チェック及び運動指導等の実施

（キ）健康診断結果等を踏まえた禁煙指
導、メンタルヘルス対策等の健康
教育、研修等

（ク）健康診断結果等を電磁的に保存及
び管理を行い、事業所カルテ・健
康スコアリングレポートの活用等
によりコラボヘルスを推進するた
めのシステムの導入

（コ）栄養指導、保健指導等の労働者へ
の健康保持増進措置

事
業
主
健
診
情
報
が
保
険
者
に

提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要

令和６年度から「補助率を３/４に引き上げ」

補助対象を60歳以上の労働者を雇用する中小事業

者のみならず「全ての中小事業者」に拡充
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９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充
２）-２ エイジフレンドリー補助金の継続と拡充（取組）

【イオン株式会社との共同事業】

転倒・腰痛予防のテーマで

啓発セミナー開催

同じ出勤時間の人たちで一緒に実施
転倒歴のある者が約12%低下

転倒労災リスクが軽減する可能性

片脚起立
（40cm台から
立ち上がれない）

47％
（227名/480名）

両方に該当する方は

全体の 32％

閉眼片脚立位
（５秒以下）

40代以上の従業員の約3割に

下肢筋力・姿勢保持力低下がみられた

本会では腰痛予防事業等を通した
健康増進に向けた取組を行っています

40代以上の従業員の体力測定結果①

④③

②

57％
（274名/480名）

✓ 小売業では労働災害の件数が増加を続けており、労働災害の内訳をみると
高年齢労働者の「転倒」によるものが最多となっている。健康・安全に活躍し続
けられる小売業の労働災害防止に取り組むことが重要

✓ イオン株式会社、イオンリテール株式会社、日本理学療法士協会が共同し、
科学的な根拠に基づく調査・分析を通じて、「年齢に関係なく安全に活躍し続
けられる仕組みづくりの構築」や「転倒・腰痛災害への効果的な対策の検証」
の取り組みを実施

【腰痛予防キャンペーン事業】



✓ 健康起因事故において、基本的な定量的健康データの管理に加え、運転に係る運動器検診や身体評価等において、理学療法士の活用
が可能です。

✓ 健康管理等にかかる調査に関して、既往歴や身体評価に基づいた運動器機能の評価を実施することができます。

✓ 必要に応じて、腰痛など運転に係る健康予防運動や動作指導など、事故防止に向けて前衛的なアプローチに介入することもできます。

◆バイタルサインである健康データ管理
が必須であると同時に、運動器疾患
（腰痛、膝関節変形省、椎間板ヘ
ルニア等）を把握しておくことが、安
全対策の強化となります。

予防に関する対策を
推進していくことは

前衛的対策に

有効です

【健康起因事故防止対策のために理学療法士ができること】

31

◆脳疾患や心臓疾患等、予期せぬ発
作や症状に対しての予防策を進める
ことは重要です。

特に高齢者における
健康増進を目指した専門職との

連携強化が事故防止の一助となります

９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充
３）-１ 健康起因事故防止策の強化としての予防リハビリテーションの活用（概要）

国土交通省. 令和6年度 物流・自動車局関係予算概要より一部抜粋

認知症に運動は有効！

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター. あた
まとからだを元気にするMCIハンドブックP33より抜粋



予防に関する対策を推進していくことは

前衛的対策に有効です
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高齢者が安全な運転を続けるための身体づくりをサポート

運転中の握力など

運転時の正しい姿勢

踏み込む脚力など

運転動作に要する筋力

日本自動車連盟（JAF）「クルマ何でも質問箱」を参照

９．豊かさと幸せを実感できる持続的な経済社会に向けた政策の拡充
３）-２ 健康起因事故防止策の強化としての予防リハビリテーションの活用（取組）

【ダイハツ工業株式会社との共同事業】
高齢化社会に向けたダイハツのCSR ～産官学民で取組む “地域密着プロジェクト”



経済産業省. 健康経営の推進について（令和６年３月）資料より一部抜粋

【OECD Health Policy Studies（健康経営に関する調査報告）】

「傷害保険に基づくインセンティブは調査対象となった10カ国すべてで確認さ

れたが、税額控除と補助金・助成金は10カ国の半数以下に留まった。」
（和訳：日本理学療法士協会）

（税額控除）

理学療法士による身体評価を含む「健康経営度調査」を利活用し
一定の従業員の健康保持・増進の取組が評価される企業に対して、法人税等への優遇措置を導入していただきたい

33

（傷害保険料） （補助金など）

Ⅱ. 税制に関する要望【重点要望】
１．健康経営に資する企業への優遇措置の導入
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厚生労働省. 2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について p2 より一部抜粋

厚生労働省. 第109回社会保障審議会医療部会（令和６年７月１２日）資料
２. 医療ＤＸの更なる推進についてP6より一部抜粋

「先端技術を活用するのは介護職員なので、先端技術の価値が介護職員の動機付けにならないと導入は進まない。第一のポイントは当然、利用者利益だ。
彼らの多くは「私たちの利用者の役に立ちうるのか」という基準で物事を考える。第二のポイントは、働きやすくなるかどうか。彼らは表立って主張しないが、職員
側にゆとりがあるかどうかは対人サービスの質に影響する。負担が慢性化し忙殺されると笑顔も忘れがちになるという。先端技術の導入の先には笑顔が絶えな
い職場を描き導入プロセスを進めたい。」

吉田俊之. ICTで劇的に変わる介護現場の風景～介護労働の価値を高める～. 特集先端技術活用. 情報未来No.61/March 2019. P11より一部抜粋

介護人材を確保するためにも

医療・介護DXによる「働きやすさ」は重要なポイント

＜医療・介護DXが進まない現場の課題＞
人材不足

ITリテラシーの不足
予算不足

電子カルテ化の遅れ

株式会社ビジョンHPより参照（2024年10月4日閲覧）

ギャップ解消が
必要‼

医療・介護DXにおける現場の課題を解決すべく
DX推進にかかる経費について

非課税措置の導入もしくは特別補助金措置の拡充
について検討が必要です

Ⅱ. 税制に関する要望【重点要望】
２．医療・介護分野におけるDX推進への税制優遇措置
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茨城県立医療大学付属病院. 広報紙第34号（2020年）より一部抜粋

【家屋調査における理学療法士の活躍】

【バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除】

を検討いただきたい

母子保健や子育て対応
を考慮した

申請者要件の拡大を
検討いただきたい！

国土交通省. バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除より一部抜粋

母子保健等における所得税額からの控除や減額措置

理学療法士による家屋状況等の評価推奨

Ⅱ. 税制に関する要望【重点要望】
３．バリアフリーに係る特例措置の拡充および延長

理学療法士は

住宅改修にむけて
なにができるのかな？



＜業務の区分＞
新興感染症発生・まん延時における医療
※ 「新興感染症発生・まん延時における医療」とは、法第３０の４第２項第５号ハに掲げるそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影

響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療をいう。

＜当該業務を行うための体制＞
次の基準の全てに該当すること。
1. 当該病院において新興感染症発生・まん延時における医療の確保に関する事業に係る感染症法第３６条の９第１項に規定する医療協

定等措置のうち、次の(1)及び(2)に掲げる措置ごとに定める基準を満たす内容を含む医療措置協定を締結し、当該病院の名称がその所
在地の都道府県が定める医療計画において当該医療措置協定を締結した医療提供施設として記載されていること。
(1) 病床確保都道府県知事の要請があった日から起算して７日以内に即応病床化すること及び確保する病床数が３０床以上であること。
(2) 発熱外来都道府県知事の要請があった日から起算して７日以内に開始すること及び１日当たり２０人以上の診療を行うものである

こと。
2. 当該病院において救急患者に対し医療を提供する体制（いわゆるオンコール体制も含む。）を常に確保していること。

（追記案）当該病院において救急患者の廃用症候群や後遺症等を防ぎ、早期に日常生活へ復帰するよう
支援するリハビリテーション医療を確保していること。

3. 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）若しくは災害・感染症医療業務従事者により組織された災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）又は
災害・感染症医療業務従事者である災害支援ナースを有し、法第３０条の１２の６第１項に規定する協定及び感染症法第３６条の
２第１項第５号に規定する派遣に係る措置をその内容に含む医療措置協定を締結していること。
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厚生労働省. 「社会医療法人の認定について」の一部改正について P19-23（医政発0330第８号令和６年３月30日）

Ⅱ. 税制に関する要望【重点要望】
４．社会医療法人が行う救急医療等確保事業の拡充に伴う措置


